
2 全 額 支 払 

戸沢村が“国民健康保険（国保）発祥の地”と語り継がれているはなぜ？ 
 

１.公的医療保険がないと・・・（公的とは法律に基づくもので強制力あり。） 

 

自 分や家 族 医療機関（お医者さん、歯医者さん）・薬局等 
 
１ 病気や虫歯になったとき。 

   ケガしたとき。  

 
  

 

  
１ 医療（診察、検査、手術など）を行う。 

   薬を出す、など 
 
  
 ２ 医療や薬などにかかったお金（医療費等）

を請求。 
 

 
 
 
２.困 る こ と・・・・・・・・・・・・ 

 

 

   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－１－ 

請求されたお金が多いと支払いが大変！！ 

医療機関に行けない！ガマンする。 

病気が重くって亡くなって

しまうことも・・・ 



・病気になってもお医者さんから診てもらうことができない！！ 

・病気になったら、薬と伝えられていた「木炭の粉末」や「ウド（山菜）の根」などを

飲ませた。 

・お米は重病にならないと食べられない。（お米が主な収入源であったため） 

・冷害などでお米が取れないときは、ワラビの根や大根の葉を食べた。 

３.今から約８０年前の戸沢村角川地区（その当時は角川村と呼ばれていた）は・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－２－ 

・村内には診療所も歯医者も薬局もなかった。→薬売りから「薬」を買うしかない。 

・交通の便が悪い。（バスも通っていない、自家用車を持っている家も少ない） 

・自然災害（土砂崩れ、冷害など）も多い。 

・お米の売り値が安すぎることもあった。→収入が少なくなる。→生活に困る 

山形県や最上郡内で「 」の一つが角川村であった。 最も貧しい町村

不便で生活も苦しいう

えに医者にもかかれな

い、こんな角川には居た

くない！！東京に出て

いく。 

 

出て行きたいけど“お

金がない”ので、仕方

ないが角川に残るしか

ない。 

 

・大人は、毎日が空腹状態の中でも農作業をしなければならなかった。 

・子ども達は、お腹が空きすぎて泣き叫ぶ・・・・ 

・子どもの病気が治らないときは・・・・ 

お母さんが子どもを背負い、お父さんは米俵（医療費を払うお金の代わり）を担

いで古口駅まで歩き、そこから汽車で新庄のお医者さんに連れていくことになる

が、その途中で子どもが亡くなることもあった。 



 

４.そこで村長や議員、村民達で話し合いをしました・・・・・ 

 
  
 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－３－ 

この状態をなんとかするには、

「村立診療所」の設置と「国民

健康保険（国保）制度」を取り

入れるしかない！！ 

 
 

住民が医療を受けられない町村は他

にもあり、政府は会社員などが入って

いる医療保険（健康保険など）とは別

に、新たな医療保険制度（国民健康保

険）を作ることを考えているようだ。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 

医者にかかれるのはうれ

しいが、生活が苦しいの

に、新たな支出（保険料）

が出るのは・・・ 

何もせずに村民が亡くなって

いくのを見たくない！お金を

出し合い、少ない負担で医者

にかかれる保健組合を創るの

で理解してほしい！みんなで

加入しよう！！ 

医療費はどのくらいかかるものか？ 
保険料はどのくらい集めると足りるの

か？など色々と悩むことがある！！ 

保険料は、生活に余裕のある家庭は多く、そう

でない家庭は少なくすることにして、15 区分と

しよう！ 



村民の暮らしは苦しい。 

病気になっても医療を受

けられないことが多い。 

1.政府が国保制度を創ることを表明 
（1932 年頃） 

2.制度導入前事業を行う無医町村

（モデル町村）を選定 

3.角川村が選ばれる 
※全国 6 カ所の一つ 
※東方地方では唯一 

5.制度説明と保健組合加入に向け

村長らは役場で寝起きし、昼夜を

問わず村民と対話を重ねた 

8.国民健康保険法（1938 年 7 月） 

９.法律による国保組合設立を決定。 
組合認可申請（同年 8 月） 

５.角川村が国保制度を取り入れるまで主な流れとその後・・・・・・・ 

 
 

 
 
  
  
  

なんとかしなければ！！  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
  
   
  

－５－ 

4.村立診療所建設と保健組合（国保

導入前事業実施団体）の設立決定 
              （1935 年 12 月） 

村立診療所建設 

６.角川村保健組合設立 
－ 対象全世帯加入！！ － 

（1936 年 2 月 1 日） 

７.保健組合、村立診療所がスタート！！      （1936 年 4 月 1 日） 



12.新国民健康保険法（1959 年～） 
・保険者が市区町村へ 
（職能別国保組合-特例-） 

・市区町村の国保事業義務化 

 
“国民皆保険”の完成（1961 年） 角川診療所新築移転 

（1969）

廃 止 

11.角川村国民健康保険組合スタート 

 

   
  
  
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－６－ 

10.山形県知事より認可（同年 8 月） 
－ 全国第 1 号！！ － 

新戸沢村誕生（戸沢村・古口村・角川村合併 1955 年 4 月 1 日、村名変更 5 月 1 日） 

戸沢村中央診療所開所 
    （1989 年） 

現  在 

最上地区広域連合発足（2007 年） 



６.戸沢村が国保発祥の地として語り継がれているのは・・・ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

－７－ 

旧角川村が国保組合認可全国第 1 号となったこともあ

るが、“村民のため”とは言え“生活が苦しい中でも新た

な負担を求める”という相反することをやりとげなけれ

ばならなかったことであり、そのために大変な苦労もあ

ったと思うが、村民と村長らが対話を重ね、合意形成を

果たしたことである。このことが全世帯の組合加入につ

ながった！！ 

「相互扶助（相扶共済）」・・みんなで支え助

け合う・・の考えでつくられた国保制度は、

農村でも病気になったら医者に行くという

考え方になり、また国民皆保険（日本に住む

人はいずれかの公的医療保険に加入する）の

実現につながったことから、誰もが安心して

医療を受けられるようになったことはとて

もすごいことです。 



医療機関・薬局等 

７.参考までに国保制度とは・・・・・・・・・ 

 
少ないお金（個人負担）で医療を受けられたり、薬を出してもらえるように 

するためには・・・・ 

 
医療費にかかるお金の内、個人負担金や政府からの補助金などを除いた分のお金 

（保険でまかなう分の保険料）を集める必要がある。 

 
助け合い（相互扶助）の考えにより、国保加入者でお金（保険料）を出し合う。 

（加入対象者） 

○個人または家族で農業や商店など営んでいる方 

○会社などをやめた人 など 

※国保以外の医療保険加入者から扶養されている方のほか、平成 20 

（2008）年からは７５歳を超えた方も対象外 

 
国保の仕組みは（令和元年度における戸沢村の場合） 

自分・家族 

（国保加入者） 

最上地区広域連合 

（＊１保険者） 

 山形県国民健康保険 

団体連合会（＊2） 

1.保険料を納める 
 
 
2.病気や虫歯になる 
 
 
 
3.個人負担金を払う 

 

1.保険料額を決め 
 納付書を送る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.確定金額の支払い 
 
 

 
 
 
2.医療（診察・検査 

 手術など）を行う 
 薬を出す 
 
3.医療費等を請求 

 
 
 
 
 
 
 
6.受 領 

 
 
 
 
 
 
 
3.請求書と明細書を

受取る 
 
4.明細書の確認と支払

金額の確定 
 
5.確定金額を請求・受領 
 
6.確定金額の支払 

   説 明 
 ＊1 保険者とは国保を運営する者をいい、最上地区広域連合は真室川町、金山町、 

鮭川村及び戸沢村が共同して運営するために作ったものです。 
＊2 山形県国民健康保険団体連合会は保険者と契約を結び、事務の一部を保険者に 

代わって行う団体です。 
－８－ 



8.終 い に・・・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－９－ 

10 年ほど前に、昔の角川村について勉強した当時の中学生の話しを紹介してお終い

にします。 
この中学生は角川に生まれ育ちましたが、「角川には大きな店もない、子ども少ない、

角川がどこにあるのかも知らないと言われ、恥ずかしい思いをしました。好きではあ

りませんでした。でも、昔は貧しく医者に診てもらう前に子どもが亡くなったり、食

べる物もなく死ぬ人もいたが、そんな中でも角川を見捨てず、“今は大変でも、いつか

は普通の生活ができる日が来る”と、不便な生活に立ち向かい、苦しい時代を乗り越

えた人達がいたことを知り、だからこそ今の角川があるのだ、と思うようになってか

らは角川のことが恥ずかしくなくなり、自分のふるさととして誇りを持つようになっ

た」と感想文を書いています。 
困難に負けない強い気持ちとやれることをやっていくことが大事であることを改め

て気づかされるものとなりました。 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


